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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第91期

第１四半期累計期間
第92期

第１四半期累計期間
第91期

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

完成工事高 （千円） 4,298,043 3,122,577 17,645,537

経常利益又は経常損失（△） （千円） 254,321 △141,028 1,126,831

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） 182,953 △186,593 771,850

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 5,178,712 5,178,712 5,178,712

発行済株式総数 （千株） 2,237 2,237 2,237

純資産額 （千円） 17,912,897 17,763,485 17,926,335

総資産額 （千円） 24,211,593 23,758,932 24,828,673

１株当たり四半期（当期）純利益

又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） 83.04 △84.70 350.36

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 90.0

自己資本比率 （％） 74.0 74.8 72.2

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．完成工事高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（1）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動・社会活動が

制限されたことで急速に悪化いたしました。緊急事態宣言解除を受けて経済活動再開が期待されましたが、感染者

数が再び急速に増加し、先行きは全く不透明な状況にあります。

当業界におきましては、橋梁事業では入札関連日程の延期や新規発注の見合わせ等、新規受注に向けた活動が大

きく制限されました。幸い緊急事態宣言解除後には公告も出始めましたが、７月以降の感染者数の急激な増加や、

豪雨による広範な地域での甚大な被害発生により当事業年度の今後の発注が滞る可能性もあり、新設鋼橋の受注競

争はさらに熾烈なものになると思われます。

鉄構事業では、首都圏の大型再開発事業は予定通り実施される見通しではあるものの、新型コロナウイルス感染

症の影響により、工程の見直しは避けられず、需要見通しに不透明感が増しております。一方、関西圏において

は、今年度下半期から大型案件が動き出すと期待されています。

このような状況のもとで当社は、限られた経営資源の有効活用を図るべく、新年度も対象案件を絞った受注活動

を継続し、受注高の確保に努めました。しかしながら、上記の当業界の状況もあって、橋梁事業では応札案件が数

件にとどまり、当第１四半期では結果を残すことが出来ませんでした。鉄構事業では、大型案件の成約はなかった

ものの、当社独自の製品の受注を積み重ねるなど、わずかながらも回復傾向を辿りました。

損益面では、橋梁事業における一部工事での進捗停滞による売上高の減少と大型案件での厳しい原価先行による

採算悪化、鉄構事業の受注高低迷に起因する売上高の減少と固定費負担増大による採算悪化から、売上高・利益と

もに前年同四半期比大幅悪化の厳しい結果となりました。

当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高3,122,577千円（前年同四半期比27.3％減）、営業損失204,721千円

（前年同四半期は営業利益202,684千円）、経常損失141,028千円（前年同四半期は経常利益254,321千円）、四半期

純損失186,593千円（前年同四半期は四半期純利益182,953千円）であります。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①　橋梁事業

橋梁事業における当第１四半期累計期間の売上高は2,938,137千円（前年同四半期比16.4％減）、セグメント損

失は108,020千円（前年同四半期はセグメント利益169,355千円）となりました。また、当第１四半期累計期間の受

注高は280,713千円（前年同四半期比50.6％減）となり、当第１四半期会計期間末の受注残高は12,637,662千円

（前年同四半期比8.7％減）となりました。

②　鉄構事業

鉄構事業における当第１四半期累計期間の売上高は184,439千円（前年同四半期比76.5％減）、セグメント損失

は96,701千円（前年同四半期はセグメント利益33,329千円）となりました。また、当第１四半期累計期間の受注高

は538,981千円（前年同四半期比914.8％増）となり、当第１四半期会計期間末の受注残高は1,280,551千円（前年

同四半期比3.9％減）となりました。

 

　当第１四半期会計期間末の総資産は、23,758,932千円で前事業年度末比1,069,740千円の減少となりました。これ

は主に現金預金は増加したものの、受取手形・完成工事未収入金が減少したためであります。負債は、前事業年度末

比906,889千円減少し、5,995,447千円となりました。主な要因は支払手形・工事未払金の減少によるものでありま

す。純資産は利益剰余金の減少とその他有価証券評価差額金の増加により、前事業年度末比162,850千円減少し、

17,763,485千円となりました。

 

（2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

EDINET提出書類

高田機工株式会社(E01373)

四半期報告書

 3/15



（3）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

 

（5）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、6,857千円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 6,560,000

計 6,560,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
　（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,237,586 2,237,586
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元株式数100株

計 2,237,586 2,237,586 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2020年４月１日～

2020年６月30日
－ 2,237,586 － 5,178,712 － 4,608,706

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

    2020年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 34,700 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,192,500 21,925 同上

単元未満株式 普通株式 10,386 － －

発行済株式総数  2,237,586 － －

総株主の議決権  － 21,925 －

 

②【自己株式等】

    2020年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

高田機工株式会社
大阪市浪速区難波中

２丁目10番70号
34,700 － 34,700 1.55

計 － 34,700 － 34,700 1.55

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,528,452 7,062,943

受取手形・完成工事未収入金 8,297,070 4,566,550

有価証券 999,974 999,949

未成工事支出金 368,263 311,398

材料貯蔵品 19,957 19,947

その他 77,481 54,131

貸倒引当金 △25,045 △13,672

流動資産合計 14,266,155 13,001,246

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,331,605 4,332,605

減価償却累計額 △3,548,224 △3,563,059

建物・構築物（純額） 783,381 769,546

機械・運搬具 4,382,648 4,441,905

減価償却累計額 △4,013,627 △4,027,423

機械・運搬具（純額） 369,020 414,482

土地 5,474,016 5,474,016

その他 916,521 927,840

減価償却累計額 △827,509 △833,458

その他（純額） 89,012 94,382

有形固定資産合計 6,715,430 6,752,427

無形固定資産   

ソフトウエア 7,748 7,214

その他 8,715 8,704

無形固定資産合計 16,463 15,919

投資その他の資産   

投資有価証券 3,158,985 3,326,907

従業員に対する長期貸付金 23,480 22,509

前払年金費用 283,107 277,024

繰延税金資産 5,279 －

その他 424,570 427,698

貸倒引当金 △64,800 △64,800

投資その他の資産合計 3,830,623 3,989,339

固定資産合計 10,562,517 10,757,686

資産合計 24,828,673 23,758,932
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 3,184,069 2,326,851

短期借入金 1,800,000 1,800,000

未払法人税等 116,698 23,321

未成工事受入金 1,106,944 1,013,971

賞与引当金 187,760 76,670

役員賞与引当金 23,100 －

工事損失引当金 196,557 190,450

その他 156,559 358,910

流動負債合計 6,771,688 5,790,174

固定負債   

繰延税金負債 － 69,632

退職給付引当金 130,649 135,639

固定負債合計 130,649 205,272

負債合計 6,902,337 5,995,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,706

利益剰余金 8,043,854 7,747,118

自己株式 △144,745 △144,779

株主資本合計 17,686,526 17,389,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 239,808 373,727

評価・換算差額等合計 239,808 373,727

純資産合計 17,926,335 17,763,485

負債純資産合計 24,828,673 23,758,932
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

完成工事高 4,298,043 3,122,577

完成工事原価 3,780,105 2,987,131

完成工事総利益 517,938 135,445

販売費及び一般管理費 315,253 340,167

営業利益又は営業損失（△） 202,684 △204,721

営業外収益   

受取利息 2,196 2,462

受取配当金 62,059 49,571

その他 6,681 17,928

営業外収益合計 70,937 69,963

営業外費用   

支払利息 3,217 3,165

投資有価証券評価損 14,874 －

支払保証料 954 2,803

その他 254 300

営業外費用合計 19,301 6,269

経常利益又は経常損失（△） 254,321 △141,028

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 254,321 △141,028

法人税、住民税及び事業税 4,700 4,700

法人税等調整額 66,668 40,864

法人税等合計 71,368 45,564

四半期純利益又は四半期純損失（△） 182,953 △186,593
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【注記事項】

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、収束時期が見通せず、2021年３月期の一定期間はその影響が

及ぶとの仮定の下で、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

　なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から、重要な変更はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

減価償却費 57,216千円 55,991千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月26日

定時株主総会
普通株式 110,154 50.0 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月24日

定時株主総会
普通株式 110,142 50.0 2020年３月31日 2020年６月25日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 橋梁事業 鉄構事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 3,513,361 784,682 4,298,043

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 3,513,361 784,682 4,298,043

セグメント利益 169,355 33,329 202,684

　（注）　セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 橋梁事業 鉄構事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 2,938,137 184,439 3,122,577

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 2,938,137 184,439 3,122,577

セグメント損失（△） △108,020 △96,701 △204,721

　（注）　セグメント損失の合計額は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四

半期純損失（△）（円）
83.04 △84.70

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）

（千円）
182,953 △186,593

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
182,953 △186,593

普通株式の期中平均株式数（株） 2,203,086 2,202,843

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

高田機工株式会社(E01373)

四半期報告書

12/15



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

高田機工株式会社(E01373)

四半期報告書

13/15



 

 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 

2020年８月12日

高田機工株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 東浦　隆晴　　　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 北口　信吾　　　　印

 

監査人の結論
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る高田機工株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第92期事業年度の第１四半期会計期間
（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月
30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について
四半期レビューを行った。
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、高田機工株式会社の2020年６月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ
る事項が全ての重要な点において認められなかった。
 

監査人の結論の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レ
ビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して
四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作
成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立
の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ
ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の
四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が
国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されてい
ないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務
諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期
レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表
の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項
を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レ
ビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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